
冬期間に多発する凍結路面等での転倒災害の防止方法につ

いて、早朝の屋外という厳しい環境下で作業する新聞販売店

の事例を紹介します。 

みなさまも職場内でも参考にしていただき、凍結路面などで

の転倒災害防止を進めて下さい。
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転倒時の頭部保護ために使用します。 

※転倒時に頭部を強打して骨折するという重大

事故が発生しています。  

早朝の暗がりでも、車に歩行者の位置

を知らせます。  

「スノースリップガード」 

スパイクを使用していない滑り止め

で、床を傷めることがありません。  

暗い所で足元の障害物などを確認で

き、手もフリーとなります。  



 
 

主な事例 

H25.1.06 
PM 

2:00 
飲食店 

出前先に向かっていたところ、路面が凍結していたた

め転倒し、手指を骨折した。 

H25.2.10 
AM 

7:10 

自動車

修理業 

出勤後、玄関に向かっている途中に路面が凍結してい

たため転倒し、足首を骨折した。 

H25.2.17 
AM 

8:25 

社会福

祉施設 

利用者宅へ徒歩で向かっていたところ、凍結路面で転

倒し、手首を骨折した。 

H25.2.28 
AM 

4:30 

新聞 

販売業 

新聞配達中に凍結路面で転倒し、頭部を強打して頭

がい骨を骨折した。 

 

その他の転倒防止対策 

 

 

吹きさらしの屋外通路など凍結の危

険がある場所に散布して、転倒の危険

を低減させることも必要です。 

 

 

H24 年シーズン  十日町労働基準監督署  集計  

十日町労働基準監督署における 1 年間の

全産業での労働災害（休業 4 日以上の重症事

故のみ集計）は 79 件となっています。 

このうち雪に関連しての労働災害が、24 件

と約 3 割となっています。 

 

転倒については、凍結路面等に起因して転

倒した労働災害を集計しています。（10 件） 

墜落・転落は主に屋根の雪下ろし、交通事

故は雪道によるスリップとなっています。 

 
玄関先・通路などに滑り防止マットを

設置して転倒予防をお願いします。 

また、従業員から滑りやすい場所を確

認しておくことも重要です。 

滑り防止マットはホームセンターな

どでご購入できます。 

ラバー付き人工芝  


